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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録装置であって、
　第２の記録媒体と、
　入力された画像データを、前記第２の記録媒体と、前記記録装置から取り外しできる第
１の記録媒体とに出力する記録手段と、
　前記第１の記録媒体に対して前記入力された画像データを連続的に記録しながら、前記
第１の記録媒体に記録されている画像データの一部を前記入力された画像データから所定
の時間間隔で取り出し、前記取り出した画像データを前記第２の記録媒体に対して間欠的
に記録するように、前記記録手段を制御する制御手段とを備えた記録装置。
【請求項２】
　前記記録手段は、前記画像データと共に入力された音声データを前記第１の記録媒体と
前記第２の記録媒体とに出力し、前記制御手段は、前記第１の記録媒体に対して前記入力
された画像データと前記入力された音声データをそれぞれ連続的に記録しながら、前記取
り出した画像データを前記第２の記録媒体に対して間欠的に記録し、前記入力された音声
データを連続的に前記第２の記録媒体に記録するように、前記記録手段を制御することを
特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項３】
　前記記録手段は、複数の所定の時間単位の前記画像データを連続的に前記第１の記録媒
体に記録し、前記第１の記録媒体に記録されている画像データの一部の前記時間単位の画
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像データを間欠的に前記第２の記録媒体に記録するように、前記記録手段を制御すること
を特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記第１の記録媒体の使用済み容量が所定の容量に達すると、前記所
定の時間間隔で取り出した画像データを前記第２の記録媒体に対して間欠的に記録しなが
ら、前記入力された画像データのうち前記第２の記録媒体に記録される期間以外の画像デ
ータを取り出して前記第１の記録媒体に対して間欠的に記録するように前記記録手段を制
御することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記第１の記録媒体の使用済み容量が所定の容量に達すると、前記入
力された画像データのうち前記第２の記録媒体に記録される期間以外の画像データを取り
出し、この取り出した画像データを、前記第１の記録媒体に記録された画像データのうち
前記第２の記録媒体に記録された期間と重複する期間の画像データに上書きするように前
記記録手段を制御することを特徴とする請求項１に記載の記録装置。
【請求項６】
　前記画像データを出力する撮像手段を備えたことを特徴とする請求項１から５の何れか
１項に記載の記録装置。
【請求項７】
　第２の記録媒体と、
　入力された画像データを、前記第２の記録媒体と、前記記録装置から取り外しできる第
１の記録媒体とに出力する記録手段と、を備える記録装置の制御方法であって、
　前記第１の記録媒体に対して前記入力された画像データを連続的に記録しながら、前記
第１の記録媒体に記録されている画像データの一部を前記入力された画像データから所定
の時間間隔で取り出し、前記取り出した画像データを前記第２の記録媒体に対して間欠的
に記録するように、前記記録手段を制御する制御ステップを備えた記録装置の制御方法。
【請求項８】
　第２の記録媒体と、
　入力された画像データを、前記第２の記録媒体と、前記記録装置から取り外しできる第
１の記録媒体とに出力する記録手段と、を備える記録装置の制御プログラムであって、
　前記第１の記録媒体に対して前記入力された画像データを連続的に記録しながら、前記
第１の記録媒体に記録されている画像データの一部を前記入力された画像データから所定
の時間間隔で取り出し、前記取り出した画像データを前記第２の記録媒体に対して間欠的
に記録するように、前記記録手段を制御する制御ステップをコンピュータに実行させる記
録装置の制御プログラム。
【請求項９】
　請求項８に記載の制御プログラムを格納した、
　ことを特徴とするコンピュータで読み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば、デジタルカメラ等の撮像装置における記録装置、記録装置の制御方
法、記録装置の制御プログラム、及び記憶媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
  ハードディスクやフラッシュメモリ等のランダムアクセス可能な記憶手段に画像データ
や音声データを記録する撮像装置がある。また、このような撮像装置では、ＳＤカード等
の記録媒体が着脱可能に装着され、撮影時の容量不足の回避や、撮影した画像データの可
搬性を高めるようになっているものが多い。
【０００３】
　このように記憶手段や着脱可能な記録媒体を持つ撮像装置においては、画像信号を所定
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の単位で分割し、記憶手段及び記録媒体に分散して記録することにより、記憶手段及び記
録媒体のいずれかが破損した場合に画像データが失われないようにしたものがある。
【０００４】
　具体的には、例えば、図４に示す撮像装置がある。
【０００５】
　この撮像装置は、レンズ、絞り、ＮＤフィルタ等により構成される光学系１０１、撮像
素子であるＣＣＤ、サンプル／ホールド回路（Ｓ／Ｈ回路）、プリプロセス回路等により
構成される撮影部１０２、信号処理部１０３、信号記録部１０４を備える。
【０００６】
　また、この撮像装置は、装置全体を制御するマイクロコンピュータ等の制御部１０６、
ハードディスクやフラッシュメモリ等の記憶手段１０７を備えており、更に、装置に対し
てＳＤカード等の記録媒体１０５が着脱可能に装着できるようになっている。
【０００７】
　光学系１０１において、レンズより受光した被写体からの光は、絞り、ＮＤフィルタに
より光量を調節される。撮影部１０２では、被写体からの光がＣＣＤ等の撮像素子に結像
され、光電変換されて画像信号として蓄積される。
【０００８】
　撮像素子から出力された画像信号は、サンプルホールド回路でサンプルホールド処理さ
れた後、プリプロセス回路に供給されてＡＧＣ処理、ブラックバランス処理、ホワイトバ
ランス処理、ガンマ補正処理等が行われ、信号処理部１０３に供給される。
【０００９】
　信号処理部１０３では、制御部１０６からの指示に基づき、画像信号に対する加工、補
正等が実施されて、記録用画像信号が生成される。また、信号処理部１０３では、記録用
画像信号に状況に応じたキャラクタ情報等が重畳されて、出力用画像信号が生成される。
【００１０】
　信号記録部１０４では、前記記録用画像信号を記録媒体１０５及び記憶手段１０７に応
じた画像データ形式に加工、変換すると共に、不図示のマイクから出力される音声信号を
取得し、記録媒体１０５及び記憶手段１０７に応じた音声データ形式に加工、変換する。
【００１１】
　図５は、信号記録部１０４でのデータ記録処理を説明するための図である。
【００１２】
　記録媒体１０５及び記憶手段１０７に応じた画像データ形式に加工、変換された記録用
画像信号は、信号記録部１０４において所定の時間間隔で分割される。分割された記録用
画像信号は、画像データとして記録先を記憶手段１０７及び記録媒体１０５に交互に切り
替えて記録される。図５では、画像データ１～６のうち、画像データ１，３，５が記憶手
段１０７に記録されて、画像データ２，４，６が記録媒体１０５に記録される。このとき
、音声データは、記憶手段１０７及び記録媒体１０５に同時に記録される。
【００１３】
　これにより、記録媒体１０５が破損した場合、記憶手段１０７に分割された画像データ
が残っているため、画像データが全て失われることを防止することができ、記録媒体１０
５の破損による画像データ消失が回避されて安全性が確保される。
【００１４】
　また、音声データは記録媒体１０５及び記憶手段１０７の両方に全て記録されているた
め、音と画像とが両方途切れて、撮影した状況が完全に分からなくなるのを防止すること
ができる（特許文献１）。
【特許文献１】特開平０９－２３３４１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　しかし、上記従来の撮像装置では、装置から記録媒体１０５を取り外すと、記憶手段１
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０７及び記録媒体１０５の両方に所定の時間単位で断片化されたデータが記録され、単独
では完全な再生が行えなくなる。従って、このような事態を回避するために、記録媒体１
０５の交換時に画像データの断片化を解除する処理が必要となり、記録媒体１０５を交換
する際の待ち時間が長くなって使用者にストレスを与えるという問題がある。
【００１６】
　そこで、本発明は、記録媒体の破損による画像データ消失を回避して安全性を確保する
ことができると共に、使用者がより快適に使用することができる記録装置、記録装置の制
御方法、記録装置の制御プログラム及び記憶媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記目的を達成するために、本発明は、記録装置であって、第２の記録媒体と、入力さ
れた画像データを、前記第２の記録媒体と、前記記録装置から取り外しできる第１の記録
媒体とに出力する記録手段と、前記第１の記録媒体に対して前記入力された画像データを
連続的に記録しながら、前記第１の記録媒体に記録されている画像データの一部を前記入
力された画像データから所定の時間間隔で取り出し、前記取り出した画像データを前記第
２の記録媒体に対して間欠的に記録するように、前記記録手段を制御する制御手段とを備
えたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、記録媒体の破損による画像データ消失を回避して安全性を確保するこ
とができると共に、使用者がより快適に使用することができる撮像装置を提供することが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態の一例を図を参照して説明する。
【００２２】
　なお、本実施形態の撮像装置の基本的構成は、既に図４で説明した従来の撮像装置と略
同様であるため、図４を流用して説明する。
【００２３】
　本実施形態の撮像装置は、電源を投入すると、制御部１０６は、信号記録部１０４を介
して記録媒体１０５の残容量（又は使用済み容量）を取得する。また、制御部１０６は、
取得した記録媒体１０５の残容量（又は使用済み容量）と使用者が設定した画像信号及び
音声信号のビットレートより記録動作切替容量を設定する。なお、使用者により記録媒体
１０５が交換された場合にも、同様に、制御部１０６により記録動作切替容量が設定され
る。
【００２４】
　そして、撮影が開始されると、制御部１０６は、記録媒体１０５の残容量を監視し、記
録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切替容量を超えるまで、信号記録部１０４に対し
て記録媒体１０５に連続して撮影データの記録を行うように指示する。
【００２５】
　図１は、本実施形態の撮像装置において、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切
替容量を超えない場合のデータ記録処理を説明するための図である。
【００２６】
　使用者の操作により記録開始が指示されると、制御部１０６の指示により、信号記録部
（記録手段）１０４は、信号処理部１０３から出力される記録用画像信号を画像データに
加工、変換して所定の時間単位で分割する。
【００２７】
　信号記録部１０４は、分割した画像データを記憶手段１０７に対しては間欠的に記録し
、記録媒体１０５に対しては連続して記録する。図１の例では、記憶手段１０７に対して
は画像データ１，３，５が間欠的に記録され、記録媒体１０５に対しては画像データ１～
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５が連続して記録される。
【００２８】
　また、信号記録部１０４は、不図示のマイクから出力される音声信号を、記録媒体１０
５及び記憶手段１０７に応じた音声データ形式に加工、変換して、記憶手段１０７及び記
録媒体１０５の両方に連続して記録する。
【００２９】
　この段階で撮影が中断された場合、記録媒体１０５には完全な撮影データ（画像データ
及び音声データ）が記録されているため、記録媒体１０５を撮像装置から取り外して編集
及び配布作業を行うことができる。
【００３０】
　また、記録媒体１０５及び記憶手段１０７のいずれかが破損した場合においても、記録
媒体１０５及び記憶手段１０７の両方に記録された音声データや画像データによって撮影
データが完全に消失することを防止することができる。
【００３１】
　そして、長時間の撮影や、連続した撮影が行われると記録媒体１０５の使用済み容量が
増加し、記録動作切替容量を超える。このとき、制御部１０６は、記録媒体１０５の使用
済み容量が記録動作切替容量を超えたことを検出し、信号記録部１０４に対して記録媒体
１０５に分割した画像データを間欠的に記録するように指示する。
【００３２】
　図２は、本実施形態の撮像装置において、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切
替容量を超えた場合のデータ記録処理を説明するための図である。
【００３３】
　信号記録部１０４は、分割した画像データを記憶手段１０７に対しては継続して間欠的
に記録し、記録媒体１０５に対しては記憶手段１０７と重複した画像データが記録された
領域に新しく分割された画像データを間欠的に上書き記録するように制御を切り替える。
【００３４】
　図２においては、記録媒体１０５に記録された画像データ１の領域に新しい画像データ
８が記録され、記録媒体１０５に記録された画像データ３の領域に新しい画像データ１０
が記録される。このとき、撮影データの音声データは、記憶手段１０７及び記録媒体１０
５の両方に連続して記録される。
【００３５】
　この段階で撮影が中断された場合、記録媒体１０５及び記憶手段１０７には完全な撮影
データが記録されていないため、記録媒体１０５を撮像装置から取り外すと不完全な撮影
データが記録媒体１０５及び記憶手段１０７に存在することになる。このため、記録媒体
１０５を撮像装置から取り外す場合には、データの並び替えを行ってから取り外す必要が
ある。
【００３６】
　一方、記録媒体１０５及び記憶手段１０７のいずれかが破損した場合は、記録媒体１０
５及び記憶手段１０７の両方に記録された音声データや画像データによって撮影データが
完全に消失することを防止することができる。
【００３７】
　ここで、本実施形態では、記録動作切替容量は、記録媒体１０５への記録動作が連続記
録から間欠記録に切り替わった後に、記録媒体１０５の残容量が無くなるまで、設定され
たビットレートで音声データを連続記録できる容量を制御部１０３が算出して設定する。
【００３８】
　次に、図３を参照して、本実施形態の撮像装置の動作例について説明する。なお、図３
での各処理は、ＲＯＭ等に格納された制御プログラムがＲＡＭにロードされて、制御部１
０６のＣＰＵにより実行される。
【００３９】
　まず、ステップＳ１では、制御部１０６は、信号記録部１０４を介して記録媒体１０５
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の使用済み容量を取得し、ステップＳ２に移行する。
【００４０】
　ステップＳ２では、制御部１０６は、使用者の設定した画像信号及び音声信号のビット
レートを取得し、ステップＳ３に移行する。
【００４１】
　ステップＳ３では、制御部（設定手段）１０６は、取得した記録媒体１０５の使用済み
容量と画像信号のビットレート、音声信号のビットレートから記録動作切替容量を設定し
、ステップＳ４に移行する。
【００４２】
　ステップＳ４では、制御部１０６は、記録媒体１０５の使用済み容量と記録動作切替容
量とを比較する。そして、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切替容量を超えてい
る場合は、ステップＳ７に移行し、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切替容量を
超えていない場合は、ステップＳ５に移行する。
【００４３】
　ステップＳ５では、制御部１０６は、信号記録部１０４に対して、記憶手段１０７には
所定時間単位に分割した画像データを間欠的に記録し、音声データを連続して記録するよ
うに指示する。また、制御部１０６は、信号記録部１０４に対して、記録媒体１０５には
所定時間単位に分割した画像データを連続して記録し、音声データも連続して記録するよ
うに指示する。画像データ及び音声データの記録が開始されると、制御部１０６は、ステ
ップＳ６に移行する。
【００４４】
　ステップＳ６では、撮影データの記録と並行して、制御部１０６は、記録媒体１０５の
使用済み容量と記録動作切替容量とを比較する。そして、記録媒体１０５の使用済み容量
が記録動作切替容量を超えている場合は、ステップＳ７に移行し、記録媒体１０５の使用
済み容量が記録動作切替容量を超えていない場合は、ステップＳ５に戻る。なお、撮影が
継続されている間は、制御部１０６は、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切替容
量を超えるか否かを監視する。
【００４５】
　ステップＳ７では、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切替容量を超えたため、
制御部１０６は、信号記録部１０４に対して、記憶手段１０７には所定時間単位に分割し
た画像データを間欠的に記録し、音声データを連続して記録するように指示する。また、
制御部１０６は、信号記録部１０４に対して、記録媒体１０５には所定時間単位に分割し
た画像データを記憶手段１０７と重複した記録領域に間欠的に上書き記録し、音声データ
は連続して記録するように指示する。信号記録部１０４の記録動作が切り替わると、制御
部１０６は、ステップＳ８に移行する。
【００４６】
　ステップＳ８では、制御部１０５は、記録媒体１０５あるいは記憶手段１０７の残容量
不足あるいは使用者の撮影停止指示を監視し、残容量不足あるいは使用者の撮影停止指示
を検出すると撮影を終了させる。
【００４７】
　以上説明したように、本実施形態では、記録媒体１０５が破損した場合は、記録媒体１
０５及び記憶手段１０７の両方に記録された音声データや画像データによって撮影データ
が完全に消失することを防止することができる。これにより、記録媒体１０５の破損によ
る画像データ消失が回避されて安全性を確保することができる。
【００４８】
　また、記録媒体１０５の使用済み容量が記録動作切替容量を超えるまでは、撮影が中断
されても、記録媒体１０５には完全な撮影データが記録されているため、記録媒体１０５
を撮像装置から取り外して編集及び配布作業を行うことができる。これにより、使用者が
より快適に撮像装置を使用することができる。
【００４９】
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　なお、本発明は、上記実施の形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の
要旨を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【００５０】
　また、本発明の目的は、以下の処理を実行することによって達成される。即ち、上述し
た実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、シ
ステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（またはＣＰＵやＭ
ＰＵ等）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出す処理である。
【００５１】
　この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施の形態の機
能を実現することになり、そのプログラムコード及び該プログラムコードを記憶した記憶
媒体は本発明を構成することになる。
【００５２】
　また、プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、次のものを用いることが
できる。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスク、
ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＤＶＤ－ＲＷ
、ＤＶＤ＋ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等である。または、プロ
グラムコードをネットワークを介してダウンロードしてもよい。
【００５３】
　また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上記実施の
形態の機能が実現される場合も本発明に含まれる。加えて、そのプログラムコードの指示
に基づき、コンピュータ上で稼動しているＯＳ（オペレーティングシステム）等が実際の
処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場
合も含まれる。
【００５４】
　更に、前述した実施形態の機能が以下の処理によって実現される場合も本発明に含まれ
る。即ち、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機
能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書き込まれ
る。その後、そのプログラムコードの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニ
ットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一部または全部を行う場合である。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本実施形態の撮像装置において、記録媒体の使用済み容量が記録動作切替容量を
超えない場合のデータ記録処理を説明するための図である。
【図２】本実施形態の撮像装置において、記録媒体の使用済み容量が記録動作切替容量を
超えた場合のデータ記録処理を説明するための図である。
【図３】本実施形態の撮像装置の動作例を説明するためのフローチャート図である。
【図４】撮像装置の基本的構成を説明するためのブロック図である。
【図５】従来の撮像装置のデータ記録処理を説明するための図である。
【符号の説明】
【００５６】
１０１　光学系
１０２　撮影部
１０３　信号処理部
１０４　信号記録部
１０５　記録媒体
１０６　制御部
１０７　記憶手段
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